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は
じ
め
に

税
務
戦
略
の
巧
拙
の
分
析
目
的
か
ら
注

目
す
べ
き
調
整
項
目
は
、（
一
）試
験
研
究
費

等
の
特
別
税
額
控
除
等
、（
二
）在
外
子
会

社
の
税
率
差
異
、（
三
）評
価
性
引
当
額
、

（
四
）永
久
に
益
金（
損
金
）に
算
入
さ
れ
な

い
項
目
の
四
つ
で
あ
る
。

今
回
は
、二
番
目
の
在
外
子
会
社
の
税

率
差
異
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
分
析
の
対

象
と
す
る
企
業
は
、前
回
と
同
じ
企
業
で
あ

る
。
つ
ま
り
、ク
ラ
レ
、
積
水
化
学
工
業
、

日
東
電
工
、ユ
ニ・
チ
ャ
ー
ム
の
四
社
で
あ

る
。
各
企
業
の
税
金
に
関
わ
る
脚
注
情
報

は
図
１
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、分
析
目
的

か
ら
筆
者
が
表
記
を
一
部
変
更
し
て
い
る
こ

と
に
留
意
願
い
た
い
。

外
国
子
会
社
配
当
益
金
不
算
入
制
度

「
在
外
子
会
社
の
税
率
差
異
」は
、本
邦
法

人
税
の
外
国
子
会
社
配
当
益
金
不
算
入
制

度（
法
人
税
法
二
十
三
条
の
二
）の
も
た
ら

す
効
果
に
よ
っ
て
生
じ
る
差
異
で
あ
る
。
外

国
子
会
社
配
当
益
金
不
算
入
制
度
は
、

二
〇
〇
九
年
度
の
税
制
改
正
に
お
い
て
、外

国
子
会
社
の
利
益
の
日
本
国
内
へ
の
資
金

還
流
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、そ
れ
ま
で
の

間
接
外
国
税
額
控
除
に
よ
る
二
重
課
税
排

除
の
方
式
に
代
え
て
導
入
さ
れ
た
。
資
金

還
流
を
促
進
す
る
必
要
性
は
、
今
後
の
内

外
の
人
口
増
減
を
踏
ま
え
る
と
、
海
外
市

場
の
成
長
が
我
が
国
市
場
と
比
べ
て
大
き

な
も
の
と
な
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
が
、

そ
の
成
長
の
果
実
を
国
内
の
豊
か
さ
に
結

び
つ
け
る
好
循
環
の
確
立
が
重
要
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

外
国
子
会
社
配
当
益
金
不
算
入
制
度
の

適
用
対
象
と
な
る
外
国
子
会
社
は
、
内
国

法
人
が
外
国
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の

二
五
％
以
上
の
株
式
等
を
、配
当
等
の
支
払

義
務
が
確
定
す
る
日
以
前
か
ら
六
ヵ
月
以

上
引
き
続
き
直
接
に
保
有
し
て
い
る
場
合

の
、そ
の
外
国
法
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、外

国
子
会
社
配
当
益
金
不
算
入
制
度
で
言
う

子
会
社
は
、
連
結
決
算
書
作
成
に
お
け
る

子
会
社
と
は
範
囲
を
異
に
す
る
。
前
者
は

通
常
二
五
％
以
上
を
言
い
、
後
者
は
通
常

五
〇
％
以
上
を
意
味
し
て
い
る
。

租
税
条
約
の
規
定
に
よ
り（
税
務
上
の
）

子
会
社
の
持
株
割
合
に
つ
い
て
異
な
る
割

合
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、本
制
度

の
対
象
と
な
る
外
国
子
会
社
の
判
定
は
、租

税
条
約
の
割
合
に
よ
り
行
う
等
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、日

米
租
税
条
約
で
は
、二
三
条（
二
重
課
税
の

排
除
）の
規
定
に
よ
り
、間
接
外
国
税
額
控

除
の
対
象
と
な
る
外
国
子
会
社
は
、そ
の
議

決
権
の
あ
る
株
式
の
一
〇
％
以
上
を
配
当
の

支
払
義
務
が
確
定
す
る
日
に
先
立
つ
六
ヵ

月
の
期
間
を
通
じ
て
所
有
す
る
も
の
と
し

て
い
る
の
で
、
議
決
権
の
あ
る
株
式
の

一
〇
％
以
上
の
規
定
が
、外
国
子
会
社
配
当

益
金
不
算
入
制
度
に
も
適
用
さ
れ
る
。

海
外
事
業
展
開
と
実
効
税
率

実
効
税
率
三
八
％
の
日
本
で
事
業
展
開

す
る
と
、三
八
％
の
率
で
法
人
税
が
課
せ
ら

れ
る
。
実
効
税
率
二
〇
％
～
二
五
％
の
東
南

ア
ジ
ア
の
国
々
で
事
業
展
開
し
て
利
益
を

日
本
に
送
金
し
て
も
、二
〇
〇
九
年
度
の
税

制
改
正
以
前
は
、
海
外
か
ら
利
益
が
日
本

に
送
金
さ
れ
る
と
実
効
税
率
が
三
八
％
に

な
る
ま
で
追
加
の
税
金
が
課
せ
ら
れ
て
い

た
。
外
国
子
会
社
配
当
益
金
不
算
入
制
度

導
入
後
は
、実
効
税
率
二
〇
％
～
二
五
％
の

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
で
事
業
展
開
し
て
稼

い
だ
利
益
を
日
本
に
送
金
し
て
も
、日
本
で

さ
ら
な
る
税
金
が
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
故
、現
在
は
税
金
の
観
点
か
ら
考
え

る
と
日
本
で
事
業
展
開
す
る
よ
り
、
税
率

が
低
い
国
で
海
外
事
業
展
開
す
る
こ
と
が

有
利
で
あ
る
。
日
本
の
近
隣
諸
国
を
見
る

と
、中
国
、韓
国
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、ベ
ト
ナ

ム
の
実
効
税
率
は
二
五
％
前
後
で
あ
る
。

香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
実
効
税
率
は

二
〇
％
以
下
で
あ
る
。
日
本
と
比
較
し
て

一
〇
％
以
上
の
税
率
の
差
が
あ
る
。
こ
の
差

が「
在
外
子
会
社
の
税
率
差
異
」を
発
生
さ

せ
る
。

本
稿
で
分
析
対
象
と
し
た
企
業
の「
税
金
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開
示
情
報
」を
見
て
み
る
。「
在
外
子
会
社

の
税
率
差
異
」が
開
示
さ
れ
て
い
る
企
業

（
日
東
電
工
と
ユ
ニ・チ
ャ
ー
ム
）の
実
効
税

率
は
か
な
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
両
社
の

「
在
外
子
会
社
の
税
率
差
異
」が
も
た
ら
す

節
税
効
果
は
、日
東
電
工
が
八・〇
％
、ユ
ニ・

チ
ャ
ー
ム
が
七・七
％
と
非
常
に
大
き
い
。

世
界
一
の
実
効
税
率
の
高
さ
の
日
本
よ

り
、実
効
税
率
の
低
い
国
で
の
事
業
展
開
は

節
税
の
観
点
か
ら
推
奨
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、労
働
力
の
安
い
国
に
工
場
移

転
す
る
こ
と
は
、競
争
力
確
保
の
観
点
か
ら

合
理
的
で
あ
る
。
ユ
ニ・チ
ャ
ー
ム
の
決
算

書
を
読
む
と
、海
外
事
業
展
開
で
ま
さ
に
二

つ
の
メ
リ
ッ
ト
を
上
手
く
活
用
し
て
い
る
様

子
が
窺
え
る
。

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
に
お
け
る
実
効
税
率

実
効
税
率
の
低
い
国
と
労
働
力
の
安
い

国
に
つ
い
て
述
べ
る
。
実
効
税
率
の
低
い
国

と
労
働
力
の
安
い
国
と
は
必
ず
し
も
一
致
し

な
い
。
こ
の
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

現
在
の
発
展
途
上
国
の
中
で
、二
一
世
紀

に
大
き
な
経
済
成
長
が
見
込
ま
れ
る
の
が
、

ブ
ラ
ジ
ル・ロ
シ
ア・イ
ン
ド・中
国
の
四
カ
国

（
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
）で
、巷
間
言
わ
れ
て
い
る
そ

の
理
由
は

｜｜

●
国
土
が
広
大
で
、天
然
資
源
が
豊
富
で
あ
る
。

●
人
口
が
多
く
、若
い
労
働
力
が
豊
富
に
あ
る
。

●
労
働
力
単
価
が
安
く
、低
コ
ス
ト
で
製
品

を
生
産
で
き
る
。

●
人
口
が
多
い
の
で
、市
場
と
し
て
も
有
望

で
あ
る
。

｜｜

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
の
実
効
税
率
は
図
２

の
通
り
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
と
中
国
は
、実
効
税
率
も
低
い
の

で
節
税
の
観
点
か
ら
も
勧
め
ら
れ
る
。
し

か
し
、ブ
ラ
ジ
ル
、イ
ン
ド
の
実
効
税
率
は

三
〇
％
を
超
え
て
い
る
の
で
、節
税
の
観
点

か
ら
は
勧
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、製
販
分

離
で
の
事
業
展
開
の
場
合
、イ
ン
ド
を
例
に

と
れ
ば
、製
造
機
能
は
タ
イ
の
子
会
社
に
、

販
売
機
能
は
イ
ン
ド
の
子
会
社
に
与
え
る

こ
と
で
一
挙
両
得
の
結
果
を
得
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｏ
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
海
外
事
業
展
開
す
る
拠
点
の
選
定
に

中
心
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。

次
回
は
、税
務
戦
略
の
巧
拙
の
分
析
目
的

か
ら
注
目
す
べ
き
調
整
項
目
の
三
番
目
、評

価
性
引
当
額
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

図1●税金開示情報（要約）

図2●BRICs実効税率比較

国   実効税率（％）

ブラジル 34

ロシア 20

インド 32.45

中国 25

出 所：Corporate and Indirect Tax Survey 
2012, KPMG

株式会社クラレ         （単位＝百万円）
当連結会計年度
（自2012年4月1日 至2013年3月31日）
税金等調整前当期純利益 44,901（100％）

法人税等合計 15,889（35.4％）
↓

下記①参照

日東電工株式会社     （単位＝百万円）
当連結会計年度
（自2012年4月1日 至2013年3月31日）
税金等調整前当期純利益 63,455（100％）

法人税等合計 19,113（30.1％）
↓

下記③参照

ユニ・チャーム株式会社（単位＝百万円）
当連結会計年度
（自2012年4月1日 至2013年3月31日）
税金等調整前当期純利益 64,283（100％）

法人税等合計 15,371（23.9％）
↓

下記④参照

当連結会計年度
（2013年3月31日）
法定実効税率 37.7％
（調整）
試験研究費等の特別税額控除等 △2.4
在外子会社の税率差異 ─
評価性引当額 ─
受取配当金等永久に益金に算
入されない項目 △0.9

その他 1.0
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 ①35.4％

当連結会計年度
（2013年3月31日）
法定実効税率 37.6％
（調整）
試験研究費等の特別税額控除等 △4.4
在外子会社の税率差異 △8.0
評価性引当額 5.4
交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 0.3

その他 △0.8
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 ③30.1％

当連結会計年度
（2013年3月31日）
法定実効税率 38.0％
（調整）
試験研究費等の特別税額控除等 △0.6
在外子会社の税率差異 △7.7
評価性引当額 △10.8
のれん等償却 2.0
その他 3.0
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 ④23.9％

積水化学工業株式会社 （単位＝百万円）
当連結会計年度
（自2012年4月1日 至2013年3月31日）
税金等調整前当期純利益 44,495（100％）

法人税等合計 13,274（29.8％）
↓

下記②参照

当連結会計年度
（2013年3月31日）
法定実効税率 37.8％
（調整）
試験研究費等の特別税額控除等 △7.9
在外子会社の税率差異 ─
評価性引当額 ─
交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 4.9

その他 △5.0
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 ②29.8％


